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熊本県告示第１１０７号 
 家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第４条の２第１項の規定により、平成２０年度
熊本県家畜商講習会を次のとおり開催する。 
  平成２０年１２月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 講習会の目的 
  家畜の取引業務に関し、必要な知識を習得させる。 
２ 講習の対象者 
  家畜商の免許を受けて家畜の取引業務に従事しようとする者 
３ 講習会の期日及び場所 
 (１) 講習会の開催日時  
    平成２１年２月１６日（月）及び２月１７日（火） 
    午前９時から午後５時まで 
 (２) 講習会の開催場所 
    熊本県立農業大学校 教育棟２階ＣＲ４（合志市栄３８０５） 
４ 講習の内容 
     科  目  時間数     備  考 
 家畜の取引に関する法令 
 家畜の品種及び特徴 
 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 

 ４時間 
 ４時間 
 ６時間 

 家畜商法、家畜取引法等 

５ 受講の申込方法 
 (１) 受講しようとする者は、家畜商講習会受講申込書（別記様式）に講習会受講手数 
   料３，３００円（熊本県収入証紙）及び写真（ライカ判）２葉を添えて、平成２１ 
   年１月２６日（月）までに所管地域振興局長（熊本市にあっては、熊本農政事務所 
   長）に提出すること。 
 (２) 受講の申込みをした者には、受講票を交付する。 
 (３) 納付した手数料は、返還しない。 
６ 講習の特例措置 
  家畜商法施行令（昭和２８年政令第２５２号）第１条の４第１項ただし書の規定に基 
 づき、獣医師の免許を有する者及び家畜人工授精師の免許を有する者で講習の特例措置 
 （一部免除）を受ける場合は、獣医師免許証又は家畜人工授精師免許証の写しを家畜商 
 講習会受講申込書に添付すること。 
７ 修了証明書の交付 

第１１７６７号 

平成 20 年 12 月 24 日(水)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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  講習会の課程を修了した者には、講習会終了後、修了証明書を交付する。 
８ その他 
 (１) 講習会当日は、講習開始３０分前までに会場に集合し、受付に受講票を提出する 
   こと。 
 (２) 受講者は、筆記用具を持参すること。 
 (３) 講習会テキスト（参考書）は、講習会初日に受付で販売する。 
    （最新 家畜取引の知識改訂版（消費税込み３，０００円）を使用予定） 

別記様式 

 

  家畜商講習会受講申込書 

 

年  月  日 

 

 熊本県知事      様 

 

（申 込 者） 

 現 住 所 

氏  名         印 

生年月日 

 

 

 家畜商法第４条の２第１項の規定による講習会を受講したいので、手数料を添えて 

申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
熊本県告示第１１０８号 
 熊本県防災功労者表彰要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 
   平成２０年１２月２４日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県防災功労者表彰要綱の一部を改正する要綱 
 熊本県防災功労者表彰要綱（昭和３８年熊本県告示第６５１号）の一部を次のように改
正する。 
 別記第１号様式中「殿」を「様」に改める。 
   附 則 
 この要綱は、告示の日から施行する。 
 
 
熊本県告示第１１０９号 
 熊本県税条例（昭和２９年熊本県条例第２８号）第３０条第４号の規定により次の寄附
金を個人県民税寄附金税額控除対象の寄附金として指定したので、熊本県税条例施行規則
（昭和３０年熊本県規則第４号）第１９条の３の５第５項の規定により告示する。 
    平成２０年１２月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 指定年月日 平成２０年１２月２４日 
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２ 控除対象寄附金の名称 学校法人白百合学園に対する寄附金 
３ 寄附金募集者の名称 学校法人白百合学園 
４ 寄附金募集者の代表者の氏名 理事長 式井 久美子 
５ 寄附金募集者の主たる事務所の所在地 東京都千代田区九段北２－４－１ 
６ 控除対象寄附金の指定の有効期間 平成２０年１月１日から平成２４年１２月３１日

まで 
 
 
熊本県告示第１１１０号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年１２月２４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１２月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

一般県道 小鶴原女木

線 
球磨郡五木村大字乙字中村 
          １６４６番２地先から 
同所 
          １６４６番２地先まで 

   95.0 単道改 

       
２ 供用を開始する期日 平成２０年１２月２４日 
 
 
熊本県告示第１１１１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業所を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２０年１２月２４日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （福祉用具貸与） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

 

  

パナソニックエイジフリー介護チ

ェーン南熊本 
球磨郡多良木町大字久米１２１５

番地 

有限会社ダイユウ 平成２０年１２月１９日 

 （特定福祉用具販売） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

 

  

パナソニックエイジフリー介護チ

ェーン南熊本 
球磨郡多良木町大字久米１２１５

番地 

有限会社ダイユウ 平成２０年１２月１９日 

 
 
熊本県告示第１１１２号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業所を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２０年１２月２４日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防福祉用具貸与） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

 
パナソニックエイジフリー介護チ

ェーン南熊本 
球磨郡多良木町大字久米１２１５

番地 

有限会社ダイユウ 平成２０年１２月１９日 
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 （特定介護予防福祉用具販売） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

 
パナソニックエイジフリー介護チ

ェーン南熊本 
球磨郡多良木町大字久米１２１５

番地 

有限会社ダイユウ 平成２０年１２月１９日 

 
 
 
 
 
熊本県公告第８４０号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２０年１２月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    旧大津警察署署員宿舎（菊陽） 
     所在 菊池郡菊陽町大字津久礼字下迎原３６００番６１ 
     土地 宅地  ２７３．５９平方メートル 
   建物 事務所・居宅 木造かわら・スレートぶき平家建 ８３．６３平方メートル 
      物置 ブロック造スレートぶき平家建 ３．９１平方メートル  
    最低売却価格１３，８２０，０００円 
  旧大津警察署署員宿舎（合志） 
   所在 合志市豊岡字泉ヶ丘２０１３番３８ 
   土地 宅地 ２３９．１６平方メートル 
   建物 居宅 木造セメントかわらぶき平家建 ７９．４９平方メートル 
      物置 木造スレートぶき平家建 ５．７６平方メートル 
   最低売却価格１０，４００，０００円  
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 現地で建物を開放する日時 
    平成２１年１月１６日（金） 
  旧大津警察署署員宿舎（菊陽）午前１０時から午前１２時まで 
    旧大津警察署署員宿舎（合志）午後１時から午後３時まで 
５ 入札期日及び場所 
   平成２１年２月３日（火） 
  旧大津警察署署員宿舎（菊陽）午前１０時 
    旧大津警察署署員宿舎（合志）午前１１時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県行政棟本館地下１階  監理課入札室 
６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 
   提出方法 持参又は郵送による。 
   提出期限 平成２１年１月２３日（金）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
   提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
８ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

９ 契約締結期限 
    平成２１年２月１６日（月）午後５時 
１０ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す

るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保

 公  告 
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証をした小切手により行わなければならない。 
１１ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
 (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊

本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊
本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 

 (４) 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 
 
 
熊本県公告第８４１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２０年１２月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  八代市植柳上町字前河原８５８番２、同８６３番、同８６４番、同８６５番、同８６

６番、同９０５番５、同９０７番２、同９０８番４、同８５８番２地先の里道及び水路
の一部 

  ４，９８８．８０平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市新生一丁目１３番１２号 
  有限会社ハウスプラン熊本 
 
 
熊本県公告第８４２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２０年１２月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  鹿本郡植木町大字広住字石櫃５４１番２８、同５４１番４２、同５４１番４３、同５

４１番４４、同５４１番４５、同５４１番４６及び同５４１番４７ 
  １，７１２．８９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  鹿本郡植木町大字石川２８０番地 
   株式会社坂田工業 
 
 
 
 
 
 平成１２年３月２３日熊本県条例第２８号（熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例 
 )中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。      
ページ 段 行 正 誤 
  ４  下 ２５ （以下「採取者等」という。 ） （「以下採取者等」という。 ）

 

 正  誤 


